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平成３０年３月三種町議会定例会会議録 

 平成３０年３月１６日三種町議会を三種町議会議場に招集した。 

 

一、出席した議員は、次のとおりである。 

     １番  大 澤 和 雄    ２番  宮 田 幹 保 

     ３番  安 藤 賢 藏    ４番  三 浦   敦 

     ５番  清 水 欣 也    ６番  工 藤 秀 明 

     ７番  高 橋   満    ８番 

     ９番  鈴 木 一 幸   １０番  小 澤 高 道 

    １１番  成 田 光 一   １２番  加 藤 彦次郎 

    １３番  後 藤 栄美子   １４番  堺 谷 直 樹 

    １５番  伊 藤 千 作   １６番  平 賀   真 

    １７番  児 玉 信 長   １８番  金 子 芳 継 

 

一、欠席した議員は、次のとおりである。 
    なし 

 

一、遅参した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、早退した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに委任を受

け出席した者は、次のとおりである。 

 

町 長  三 浦 正 隆  副 町 長  髙 堂 弘 道

教 育 長  鎌 田 義 人  総 務 課 長  腰 丸  豊

企 画 政 策 課 長  相 原 信 孝  税 務 課 長  岡 部  衛

町 民 生 活 課 長  川 村 義 之  福 祉 課 長  加 賀 谷  司

健 康 推 進 課 長  佐 々 木 里 史  農 林 課 長  眞 川 信 一

商工観光交流課長補佐  牧 野 誠 一  建 設 課 長  高 橋 善 浩

上 下 水 道 課 長  近 藤 吉 弘  琴 丘 総 合 支 所 長  高 橋  泉

山 本 総 合 支 所 長  山 田 幸 樹  会 計 課 長  櫻 庭 一 則

教 育 次 長  畠 山 広 栄  代 表 監 査 委 員  門 間 芳 継

農業委員会事務局長  信 太 清 勝     

 

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長  桜 庭 勇 樹  議会事務局長補佐  平 澤 仁 美

議 会 事 務 局 主 査  池 内 和 人     
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一、本日の会議に付した事件 

 日程に同じ 

 

議長 金子芳継は、平成３０年３月１６日、出席議員が定足数に達したので、本会議を

開会する旨宣告した。（午前１０時００分 開会） 

 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 おはようございます。 
 これより本日の会議を開きます。 

 本日の出席議員数は１７名であり、定足数に達しております。 
 議案審議に入る前に、議会運営委員会が開かれましたので、委員長より報

告を求めます。議会運営委員長。 

議会運営

委員長 

（ 宮田幹保 ） 

 ３月１５日に議会運営委員会を開催し、議事日程について協議いたしまし

たので、その結果についてご報告いたします。 
 皆様のお手元に配付してあります議事日程第２号のとおり、議案第２５号

から議案第３８号まで並びに陳情第１号を日程に追加することといたしまし

たので、議員各位の慎重かつ円滑な審議をお願い申し上げまして、報告とい

たします。 

 以上。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ただいまの委員長報告のとおり、議案第２５号から議案第３８号まで並び

に陳情第１号、合わせて１５件を日程に追加することにご異議ございません

か。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議会運営委員長報告のとおり議案１

４件並びに陳情１件を日程に追加することに決定いたしました。 

 ただいま追加提案いたしました議案第３８号について、提案理由の説明を

求めます。町長。 

町  長 （ 三浦正隆 ） 
 それでは、追加提出議案につきまして、ご説明申し上げます。 

 本日提出します追加議案は、条例の廃止議案１件でございます。 

 議案第３８号「三種町山本老人福祉センター設置及び管理に関する条例の

廃止について」は、森岳字木戸沢地内にあることぶき荘を平成３０年３月３

１日をもって廃止するため、本条例を廃止するものでございます。 

 同施設は、旧山本町におきまして、高齢者の福祉の増進を図るため、昭和

５０年に整備したものでありますが、平成９年に健康保養センターゆうぱる

が開業して以降は、老人福祉センターとしての用途を廃止し、主に物置とし

て利用してきたところでございます。 



- 131 - 

 しかしながら、老朽化が激しく、また今後の利活用も見込めないことか

ら、平成３０年度に施設を解体撤去するため、今年度末をもって廃止するこ

ととしたものであります。 

 以上が、本日追加提出した議案の概要でありますので、議員の皆様には、

よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。 
 ありがとうございました。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 町長の提案理由の説明を終わります。 
 日程第１１．議案第１号「三種町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準を定める条例の制定について」を議題といたします。 
 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１号「三種町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例の制定について」を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 
 日程第１２．議案第２号「三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設

置条例の制定について」を議題といたします。 
 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。５番清水議員。 

５番 （ 清水欣也 ） 
 最初に、今回の質問の結論をまず先に申し上げます。 

 この条例に関する質問ですけれども、まず一つはこの行政施設、つまり行

政財産は、町が直営するためにつくられたものであって、初めから使用許可

を与えるための行政施設などあり得ないということであります。 

 加工所は、町が一つの仕事をしていくという目的でつくられた行政目的施

設であります。それを同じ目的で施設の全部を行政財産の使用許可で使用さ

せるということは、本来の行政財産の目的を否定することになります。行政

財産の一部目的外使用という法の趣旨からも外れることになります。ですか

ら、町直営とするか、あるいは業務委託するか、指定管理をするか、普通財

産化した後で貸し付けをするかのどちらかの手続によらなければならない、

そういう判断であります。 
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 それから、２つ目は、本条例案というのは、表面上は条例が整えば誰でも

利用できるように見せているんですよ。だけれども、実態としては、ぷるる

んだけしか使用の対象になれない、そういう内容になっているということで

あります。言いかえれば、要するにこの施設は初めからぷるるんだけが使用

することになっているのであって、誰でも使用できるとしているその条例の

内容とはつじつまが合わない、そういうふうになっているということであり

ます。誰でも利用できる施設にするのだとしたらそのような条文に、あるい

はぷるるんだけに使わせたいのであれば、はっきりとそれを明文化する。ど

ちらかに統一した内容に改めなければならない。これが、２つ目の大きな問

題であります。 
 それから、３つ目の大きな問題です。それは、今回のこの加工所の設置、

それから設置場所の変更、これは予算計上や予算審議上のルールを無視して

進められたものでございまして、議会軽視のもとで行われた非常に問題のあ

る事案である。 

 この３つが、今回この条例に対する私の大きな問題があるという質問でご

ざいます。それでは、その一つずつ、詳しい質問をしていきます。 

 この１番目の基本的な問題ですけれども、行政財産の使用許可というの

は、本来の用途の目的外使用というあくまでも例外的な措置であるので、そ

の使用範囲というのは必要最小限度にとどめるというのが法の趣旨でありま

す。つまり、その施設の目的外使用に与える一時的な一部目的外使用許可で

あるんです、本来の行政財産の目的使用許可というのは。ところが、今回は

目的全部、全部目的内の、全部使用許可なんですよ。だから、最初から行政

財産の目的外使用許可を当てはめる意義がないということなんです。これ

が、その基本的な質問であります。そう思いますが、どうでしょうかという

質問です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 答弁必要ですよね。（「もちろん」の声あり）答弁は。（「もし回答でき

なかったら、私の問いが、判断が間違いであるかどうか、県庁に聞いて、後

日教えていただきたい。いや、今答えるのだったら、どうぞ。もしそれが、

今、保留するというのであればですよ。時間かかるから、後日でもいいで

す」の声あり） 
 副町長。 

副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 お答えします。 
 基本的に、議員おっしゃるとおり、行政財産の一部目的外使用許可、そう

いう形式になろうかと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ５番。 

５番 （ 清水欣也 ） 
 ですから、同じ目的で、行政財産の使用許可というのは、別の目的で、今
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これは行政施設というのはある目的でつくっているんですよ。 

 例えば、役場の施設を考えてくださいね。これは、役場の仕事を進める上

で必要だということで建てた建物です。それをどこか使いたいと来た場合

に、それが行政財産の一部使用許可なんですよ。目的と違った目的で使わせ

てもらいたい。これが行政財産の一部使用許可なんです。地方自治法の２３

８条の４も、そういうことでこれは決めているわけです。 

 ところが、今回は同じ目的でしょう。同じ目的で全部を使わせてください

と。そうすれば、最初の行政目的はどうなるんですか。そういうことを言っ

ているんですよ。だから、本来この行政財産の使用目的でこの施設を使わせ

るということは、あり得ないことなんです、法的に。だから、やるんだった

ら、私が言ったように、直営か、業務委託か、指定管理か、普通財産化をし

て貸し付けをすると。この４つのうちのどれしかないと言っているんです

よ。 

 例えば、この加工所のあるちょっとの部屋を、ちょこっとここだけをこう

いう目的で使いたいから何とか貸してくれませんかと来たら、これが行政財

産の使用許可なんです。だから、皆さんは、もうこの行政財産の使用許可と

財産の貸し付けと、同じように、一緒くたに考えているんです。だからこう

いう条例案ができるんだということなんです。どうでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 副町長。 
副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 重ねてお答えいたします。 

 今回の建物については、全体を貸し付けるというわけではございません。

というのは、この中に休憩室とか物置部分、加工室以外のものもございまし

て、そこの部分については、計算上は除外するような格好になろうかと思い

ます。 

 ただ、基本的にはぷるるんが使用するということを前提にしておりますの

で、そちらのほうに全て管理させたほうが合理的だろうという判断でござい

ます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ５番。 
５番 （ 清水欣也 ） 

 いや、それがおかしいと言っているんだよ。あの全体をぷるるんが使うん

でしょう。だからおかしいと言っているの。行政財産の目的外使用というの

は、そういうことでないと言っているの。 
 じゃあ、それに関連して、もう一つ質問しましょう。 

 あの加工所は今、副町長が、あれはぷるるんに使用させるということを

言っているんです。最初からもう、ぷるるんありきなわけです。ところが、

この条例の内容は違うでしょう。誰でも使えるような条文になっているんで

す、条件を満たせば。だからおかしいと言っている。 
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 それで、その加工所の施設管理というのは、これはぷるるんでやることに

なっておりますよね。そうでしょう。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 副町長。 
副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 ぷるるんを想定しております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ５番。 

５番 （ 清水欣也 ） 

 それで、変なのは、施設の管理をするぷるるんが、その施設の利用者と

なって使用許可申請をするんですか。おかしい話じゃないですか、これ。行

政財産のそれをぷるるんが管理するんですよ。その管理者が、行政財産の一

部使用許可を町に申請すること自体おかしいんじゃないですか。 

 だから私、この条例をつくること自体については、私は否定しているん

じゃないんですよ。実態に合った条例に書きかえなさいと言っている。最初

からぷるるんに使用させるんだったら、そのような条例にしなさいと言って

いるんですよ。もし、そうでないのだったら、そうでないような、全部、全

ての人に門戸を開くのだったら、そのような条文にしなさいと言っているん

です。ぷるるんだけに使用させたいのであれば、そのような条文にしなさい

と言っているんだよ。これは、全部に開放するという条文じゃないですか、

条件を満たせば。そうでしょう。ところが、実態は違うんだ。 

 今、くしくも副町長が答弁したように、ぷるるんに使わせると言っている

んだよ。そうすれば、行政財産の使用目的だという法の趣旨からいっても、

それから実態からいっても、おかしいんじゃないかと言っている。だから、

これは条例を皆さんの本当の思うように、腹に合うような条文に直すべきだ

と。これは、四字熟語でいえば羊頭狗肉ですよ、町長。羊の頭を店の先につ

るして、実は犬の肉を売っているようなものだ。 
 それから、ぷるるんの使用料は無償にすると言っているんですよ。これ

は、当該委員会でもそういうように答弁されたようですけれども、第４条で

いうこの使用許可の申請も、それから第３条に規定する施設の目的に適合し

た具体的な事業計画も出していない段階で、どうして無償にできるんです

か、今。これをちょっと答えてください。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 副町長。 
副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 １点目でございますけれども、３条に使用者の範囲ということがございま

して、この要件に合えばぷるるん以外にも可能では、形式的には可能だとい

うことでございます。 

 それから、使用許可のお話でございますが、ぷるるんの法人名で町長宛て

に使用許可申請をすると、そういう形式をとるということでございます。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 ５番。 
５番 （ 清水欣也 ） 

 だから、ぷるるんが管理しているというんでしょう。管理者になるという

んでしょう。管理者が自分の施設を使いたいと、目的外使用許可申請をでき

るかと言っているんです。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 副町長。 

副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 使用料の関係については、出された後に正式には審査した上で決定すると

いう格好になろうかと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ５番。 

５番 （ 清水欣也 ） 

 では、そうすれば、これは全部あれですか。皆さんはぷるるんを想定して

いないというんですか。この使用を。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 副町長。 

副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 想定していないとは申しておりません。その中に包摂されるということで

ございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ５番。 
５番 （ 清水欣也 ） 

 もし、全部に門戸を広げるのだとすればですよ、それが今あなたは形式上

と言った。形式上はそうでも、実質上はぷるるんだというんですか。そんな

条例あるわけないじゃないですか。もし、全部に門戸を広げるのであれば、

いいですか、第３条に、施設の設置目的に適合した具体的な事業計画を有し

ている者だと、こういうような排除的な規定は設けてはうまくないんでしょ

う。実際、この条例は、この規定は、ほかの人も利用できるという想定に基

づいてやったんですか。ぷるるんだけにしかできない規定じゃないですか、

これ。実態は。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 副町長。 
副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 ３条１項１号の具体的な事業計画を有している者については、排除的な規

定だとは考えておりません。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ５番。 
５番 （ 清水欣也 ） 
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 そう言っても、皆さんが見れば、これがぷるるん以外に書けるようなもの

がありますか、この町に。 
 それから、もう一つ。誰でも使用できる施設だということだとすれば、利

用者が施設の使用を希望する際に、その人の希望する農産物が町の特色ある

産物に該当するかどうかわかるように、農産物を明記すべきですよ。例え

ば、この施設を利用したいという人がいて、果たして地域、町の特色ある産

物に俺が今やりたいのは合っているのかどうかということは、何もわからな

いわけですよ。そういう申請をした場合に、皆さんはどう答えますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 
企画政策

課長 

（ 相原信孝 ） 

 お答えします。 

 この地方創生の絡みの事業でございますんで、作文化をした企画政策課と

しましては、基本的にはＪＧＡＰ的な、いいものを高く売ろうという、そう

いう作戦での事業でございます。したがいまして、そういう意図、意志を

持った団体であれば、基本的には誰でも使えると。 

 ただ、今現在のところは、ぷるるんがそれに向かって、ＪＧＡＰジュンサ

イを高く売ろうという、そういう作戦で動いておりますので、そういう形が

なっているということでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ５番。 

５番 （ 清水欣也 ） 

 皆さん今いろいろしゃべっているけれども、これは最初からぷるるんだけ

が利用するという、そういう目的で始められた施設なんですよ。だから、こ

れは、私はそれはそれでいいと。だったら、それはそれ相当の合う条例をつ

くらなければだめだというのが、私の結論なんですよ。 

 だって、皆さん今、何だかんだとおっしゃっているけれども、これはあれ

でしょう、ぷるるんだけが使うことを想定してこの施設をつくったんでしょ

う。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 
企画政策

課長 

（ 相原信孝 ） 

 お答えします。 

 この加工所の場所についてもいろいろ動きましたけれども、基本的にはい

いものを高く売ろうという、そこが原点でございます。したがいまして、ぷ

るるんだけがという発想ではございません。以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ５番。 

５番 （ 清水欣也 ） 
 いやいや、そう言ったってこの条例から見て、果たしてこれがほかのほう
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のような門戸を広げる条例の内容だと皆さん思っているんですか。 

 これはだったら、ジュンサイの加工、生産と、こうやってもう特記すべき

じゃないですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 企画政策課長。 

企画政策

課長 

（ 相原信孝 ） 

 お答えします。 
 先ほどから申し上げているとおり、ジュンサイに特化するという考え方で

はございません。この後、さまざまな農産物、東京オリンピックを控えて、

ＪＧＡＰ等でなければ世の中に信用されない農産物、恐らくそういう方向に

なっていくだろうということで、県とも国とも協議して、そういうふうなも

のを町として取り組んでいくんだということが認可されてこの施設ができた

ということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ５番さん、あと１０分です。 
５番 （ 清水欣也 ） 

 わかりました。 
 それでは、もし門戸をみんなに開放するというのであれば、これは第７条

を変えなければだめですよ。なぜかというと、不特定多数の人がいっぱい対

象にいるわけですから、減免はどういう団体の場合に減免するかということ

を考えなければだめなんだけれども、これはただ町長が決めるということに

なっている。そんな言い方、あるわけないでしょう。それは、いろいろな財

務規則にもあるように、それから町の条例にもあるように、いわゆる国とか

地方団体とか公共団体が来た場合は、そういう場合で、しかも公用の事業に

要するときはこういうふうに減免するとか、免ずるとか、減額するとかのそ

ういう項目を入れないとおかしいわけでしょう。いっぱい来るんだから。そ

ういう人に対しては、こういう団体の場合はこうする、こういう団体の場合

はこうするという規定を設けなければ意味ないじゃないですか。これは全部

町長が決めるということになっているんじゃないですか。これは、特定の団

体を位置づけした条文でしょう。だから、その場合は皆さんに、今のような

答弁だとすればですよ、みんなそれぞれの施設は門戸を広げるというのであ

れば、じゃあ減免は、こういう場合はこうする、こういう団体はこうすると

いうふうに決めなければだめなんです。でなければ意味がない。 

 それで、財務規則の第１８５条あるでしょう。それから、その無償貸し付

けに関する条例というのが町にあるんですよ。その中でも書いてあるじゃな

いですか。こういう場合は無償にするとか、こういう場合は減額するとか、

書いてある。そういうことをしないと意味がないということですよ。門戸を

みんな、いろんな団体が来るわけですから。だったらそういう条項に直しな

さいと言っているの。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 副町長。 

副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 
 減免の話ですが、３号のその他町長が必要と認める者という文言を捉え

て、町長が恣意的に、町長が言えばそうなるんだというふうにとられかねな

いとのご指摘でございますけれども、基本的に減免する場合は、町の使用料

及び利用料徴収条例に係る減免取り扱い要綱がございまして、それに沿った

形でないと基本的に減免しないという形にしております。 
 具体的に言えば、先ほど議員もおっしゃられた他の公共団体が使用すると

きとか、行政事務と密接不可分な事業を行っている広域的な団体が使う場合

とか、そういう規定がございまして、免除ができる場合に該当すれば半額減

免なり、全額減免なり、そういう形で要綱で定められておりますので、それ

に従ってやるということでございます。ですから、決して町長の一存で決め

るようなものではないということでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ５番。 
５番 （ 清水欣也 ） 

 それでは、最初の私の質問に答えてください。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ５番さん、最初の質問をもう一度言ってもらえませんか。 

５番 （ 清水欣也 ） 
 時間延長してくださいね。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 わかりました。 
５番 （ 清水欣也 ） 

 行政財産というのは、町が直営するためにつくるものなわけなんですよ。

それから、一部目的外で使う場合に行政財産の使用許可ということがあるん

ですよ。それを全部が目的が同じで、全部の施設を使わせるということは、

行政財産の使用許可とは言わないというんです。じゃあ、それを使わせたい

道は何があるかというと、町が直に経営するか、業務委託をするか、指定管

理をするか、普通財産化した後で貸し付けをするか、この道しかないでしょ

うと。 
 だから、法の趣旨に、今やろうとしているのは合わないと言っているんで

すよ。この施設を使わせないという意味じゃないですよ。だから、条例の形

もそういうような条例の形に直しなさいと言っているんです。この施設を使

わせるなとか、これをやめなさいという意味じゃないんです。そういうこと

が法的な仕組みからいってできるのかということを聞いているんです。 

 わからなかったら、県庁に聞いてくださいと言っているんです。後日でい

いですから。私はできないという解釈ですからね。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 若干休憩いたします。 
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     午前１０時３３分  休 憩 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      午前１０時３９分  再 開 

 

議  長 
 

（ 金子芳継 ） 

 会議を開きます。 
 副町長。 

副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 設置条例の１条にございますけれども、加工販売の事業化に取り組む団体

等の活動を支援するための施設ということで、そもそも行政が直接に使用す

ることを想定したものではなくて、公共的財産であるという認識でございま

す。 

 ちなみに、この条文構成については、他団体、例えば秋田市においては

チャレンジオフィスあきた条例というのがございますが、これもそもそも最

初から行政が使用するのではなくて、新たに起業するところに貸し付けを想

定したものでして、そういうことを、そういう一例を参照して条例案を作成

したところでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ５番さん、あと４分です。 
５番 （ 清水欣也 ） 

 これはまた、議論は後にしたいと思います。時間がなくなりましたから。 

 それで、さまざまなジュンサイだけでなく、いろんな作物を対象にすると

いう話でしたけれども、じゃあその作物に対応した設備にはなっているんで

しょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 副町長。 
副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 現時点では、なってございません。ただ、この後別の作物とかが出てくれ

ば、必要であればそれに対応して内部を改めてまいりたいということです。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ５番。 

５番 （ 清水欣也 ） 

 それだったら、できてから条例をつくるべきですよ。できていない状態

で、それは条例をつくっていいんですか。そのうちに、お客さんがここを使

いたいと言ってきたらどうするの。設備が整っていないからだめだと言うん

ですか。ところが、条例はちゃんと整っている前提の条例ですよ。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 副町長。 
副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 
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 今現在具体にないものを想定して、あらかじめ経費をかけて設置するとい

うようなことは、なかなか難しいかと思います。その都度という考えに立た

ざるを得ないと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 あと２分です。（「終わります」の声あり） 
 ほかに質疑ありませんか。１４番。 

１４番 （ 堺谷直樹 ） 
 ちょっと確認させてください。 
 先ほど５番議員も質問していましたけれども、非常にハードルの高い条例

だと思うんですが、ぷるるん以外の団体が利用したいとした場合、例えばぷ

るるんにという話でありましたけれども、ぷるるん以外の団体にも貸せると

いうことで間違いないですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 副町長。 

副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 
 間違いございません。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １４番。 

１４番 （ 堺谷直樹 ） 

 そうすれば、もし、ぷるるん以外の団体とかち合った場合、どういう判断

で貸されるのでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 副町長。 
副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 同時に申請が出されたような場合は、当然内部のほうで、当局側で審査し

た上、適正な決定をしてまいりたいということでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １４番。 

１４番 （ 堺谷直樹 ） 
 将来的に、ぷるるんがもし利用しなくなった場合に、町民のほうで同好会

レベルの今の条例では非常に厳しいと、条例を改正してもう少し利便性の高

い施設にできないかという話があった場合、それは対応するのは可能でしょ

うか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 副町長。 

副 町 長 （ 髙堂弘道 ） 

 仮定の質問だとは思いますけれども、例えばぷるるんが使用しなくなった

と、そうした場合で、ほかに利用したいというのがあれば、決して不可能で

はありませんけれども、その際はやはり、事業継続の可能性があるかとか、

そういうのも審査の対象になろうかとは思いますけれども、不可能ではござ
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いません。（「終わります」の声あり） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ほかにありませんか。７番高橋議員。 

７番 （ 高橋 満 ） 
 この加工施設の事業費というのは、たしか推進交付金で、それもぷるるん

関係の事業費で加工施設を改修したというふうに記憶していますけれども、

それに間違いないですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長補佐。 

商工観光

交流課長

補佐 

（ 牧野誠一 ） 
 お答えいたします。 

 この施設の整備に当たりましては、推進交付金を活用しております。それ

で、最後のほう、済みません。もう一度、お願いできますでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ７番さん、最後のほうの質問がよくわかないというので。 
７番 （ 高橋 満 ） 

 推進交付金で、ぷるるんの事業費の中で、たしか加工施設をつくったとい

うふうに思っているんですけれども、その点は間違いないですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長補佐。 
商工観光

交流課長

補佐 

（ 牧野誠一 ） 

 済みませんでした。 

 ぷるるんの事業費の中という言葉がございましたけれども、本施設は推進

交付金事業の中で整備しているものでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ７番。 

７番 （ 高橋 満 ） 
 ちょっと再度確認したいのが、推進交付金の加工施設を計画に盛ったとき

に、作成したときに、間違いなければ、高品質農産物等ということで、その

中にＪＧＡＰも入っているというふうに私は認識しているんですけれども、

それで間違いないですかね。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長補佐。 

商工観光

交流課長

補佐 

（ 牧野誠一 ） 
 お答えいたします。 
 この推進交付金事業の申請に当たりましては、議員おっしゃいますとお

り、地域の特色ある農産物という表現を用いてございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ７番。 
７番 （ 高橋 満 ） 
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 それで、目的としては、加工施設という位置づけで今つくっていると思う

んですけれども、それはじゅんさいの加工施設を想定しておりますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 
企画政策

課長 
（ 相原信孝 ） 
 お答えします。 

 現在のところは、ぷるるんのじゅんさい加工場という捉え方ではなくて、

ＪＧＡＰじゅんさい、あるいは高品質の特色ある農産物の加工場という捉え

方で考えていただきたいと思っています。 

 ただ、今差し当たっての準備の段階では、じゅんさいが日本一でございま

すので、それを何とか地域ブランドとして高めようということで、国からも

理解をいただいたということでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ７番。 

７番 （ 高橋 満 ） 
 それでは、基本的にはＪＧＡＰを主体として計画を進めるということでよ

ろしいでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 

企画政策

課長 
（ 相原信孝 ） 
 お答えします。 

 高品質を認証するものが、例えば今一番楽なのがＪＧＡＰでございます。

その上にグローバルＧＡＰというのもございます。やがてはそういう時代に

なっていくのだろうなとは思いますが、とりあえずはＪＧＡＰを目指してい

る、そういう意志のある、意欲のある団体であればよかろうかと思っていま

す。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ７番。 

７番 （ 高橋 満 ） 
 その考え方は非常に前向きな考え方だと思います。 

 それで、ＪＧＡＰの農産物というのは、当三種町にはどういう品目がある

のか。それから、グローバルＧＡＰというのはどういう品目があるのか、関

連としてお聞きしたいと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 商工観光交流課長補佐。 

商工観光

交流課長

補佐 

（ 牧野誠一 ） 

 今、ＪＧＡＰのほうにつきましては、私の認識しているところではじゅん

さいというふうに認識しております。グローバルＧＡＰのほうにつきまして

は、まだ認証したものはないというふうに認識しております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 ７番。 

７番 （ 高橋 満 ） 
 ということは、ＪＧＡＰじゅんさいを想定していると。今現在、ＪＧＡＰ

じゅんさいを想定して加工施設を改修したということでよろしいでしょう

か。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長補佐。 
商工観光

交流課長

補佐 

（ 牧野誠一 ） 
 お答えいたします。 

 今、当面の間は、議員おっしゃいますとおりＪＧＡＰじゅんさいというこ

とで、まず取り組みを進めさせていただきたいと思っているところでござい

ます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ７番。 

７番 （ 高橋 満 ） 
 当面というのは、どれくらいの期間なのかは非常に難しいところでありま

すけれども、今想定されているのはＪＧＡＰじゅんさい単品だというふうに

私も思っておるんですけれども、それをどのようにすれば、ＪＧＡＰ高品質

農産物をどのように町としては考えているのでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 商工観光交流課長補佐。 

商工観光

交流課長

補佐 

（ 牧野誠一 ） 

 お答えいたします。 
 高品質農産物につきましては、まずは三種町内にある先ほど言いました特

色ある農産物、これをさらに付加価値を高めまして、高品質化を図ってとい

う意味合いで、高品質という言葉を用いているところでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ７番。 

７番 （ 高橋 満 ） 
 最後にしたいと思います。 

 高品質とＪＧＡＰというのは、全く違うものであります。でも、用途につ

いてはＪＧＡＰを主として、たまたま今現在じゅんさいだという扱いだとい

うふうに思っておるんですけれども、これはやっぱりこの施設を使うのは、

例えばＪＧＡＰを取得したものを一緒に考えていくべきだというふうにも思

います。高品質というのは、非常に広義、広い意味で使われるものですか

ら、非常に漠然としております。ですから、その点についてどうお考えなの

かお聞きして、質問を終わりたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 
企画政策 （ 相原信孝 ） 
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課長  お答えします。 

 高品質は、自称誰でも私どものは高品質だと言うことができるわけでござ

いますけれども、ＪＧＡＰであれば、確実にそれはほかの目から見た高品質

という証明になりますので、そこら辺をちゃんと考えていかないと、この後

の高く売れる野菜の方向には結びつかないだろうというふうに思います。以

上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ７番。 

７番 （ 高橋 満 ） 

 ということは、利益アップということでよろしいかという聞き方になりま

すけれども、よろしいですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 

町  長 （ 三浦正隆 ） 

 高橋議員は大体ご存じで質問されているんだろうというふうに思いますけ

れども、私は四、五年前に東大の農学部のある弥生講堂というところへ行っ

て、ＪＧＡＰの三種町の認証取得に行ってきました。それで、実はＪＧＡＰ

の認証というのは百三十数項目ありまして、例えばトイレを設置している

か、それからライフジャケットはあるかとか、農薬はどこに置いているかと

か、百三十数項目にわたって細かいチェックを入れてようやくパスするもの

でありまして、なかなか農家さん、じゃあこれからＪＧＡＰをやってくださ

いといっても、こんなに簡単にはできないです。それで、専門のスタッフを

本町では２名設けて、ようやく３０軒ぐらいにふえました。これはもちろん

農協さん、ＪＡさんのお力も大きいだろうというふうに思っています。 

 そういう意味で、実は３年ぐらい取り組んでＪＧＡＰを取得したのは、三

種町のこういうケースはまれですよというふうなご評価をいただきまして、

そういう意味では非常に農家さんが頑張ったんだなと私も思っていますし、

それに対するＪＡさんとかの取り組みもすごいものがあったなというふうに

思っています。 
 昨日も申し上げましたけれども、このＪＧＡＰという認証取得をすること

によって、決して高く売れるわけではありませんよと。これは業者さんから

言われております。高く売れるわけではありませんが、ただ今後、この農産

物を他と差別化、よその産地と差別化するためには、客観的な認証機関から

認証してもらって、それが将来結果的には町の知名度のアップにもつながり

ますし、町の農産物のブランド化にもつながるというふうな気持ちを、そう

いう認識でこれを進めております。 

 ぜひ、そこのところをご理解いただきながら、このＪＧＡＰをできれば

じゅんさいだけでなくて、その他のもの、これはいろいろありますけれど

も、そちらにも進めてまいりたいというふうに考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 ７番。 

７番 （ 高橋 満 ） 
 そのようにＪＧＡＰの取得できる農産物をふやして、この加工施設が十分

に活用されることを望みます。以上で終わります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ほかにありませんか。３番安藤議員。 

３番 （ 安藤賢藏 ） 
 この条例、いつも大体条例というのはこの内容になってくるんですけれど

も、目新しいところは何もなくて、先ほどから言い出しっぺの私が何も言わ

ないと申しわけないからというわけで質問するわけじゃないけれども、これ

は遊休施設を有効にリフォームして、地域のために利用するという趣旨での

当局のお考えだったと思うんですよ、当初は。 

 ところが、きのう話をしたように、地域の農産物の加工をやっている皆さ

んとも競合していると、競合してきているんだということでの今議論が伯仲

してきている中で、どうもこのぷるるんのことについては、施設、何だかそ

の予算を使ったときに、今の場所では手狭であると。それで、地域の生産者

も多く存在している、しかも森岳じゅんさいという全国バリューのネームも

あるから森岳に来たんだというふうに私は聞いております。 

 また、何かの町の広報紙かなんかでもそういうふうに、森岳の遊休施設を

利用してやるんだと。 
 企画課長、苦しい中でいろんなことを言っても、私の議員の心を打たない

んですよ。苦しかったでしょう、あなたも。同情しますよ。 

 だけれども、最終的に、今高橋議員がおっしゃったように、ＧＡＰについ

ては当然広がりがあるわけですよ。それで、当局もぷるるん、副町長なんか

正直だからぷるるんとしゃべってしまったものだから、今度私らだって聞い

ていられないわけですよ。だから、もうちょっとわかりやすくてもいい。余

り化粧しないで素直な気持ちで、こういう目的で当面使うというふうな言い

方でいいと思うんですよ。本当は商工観光課長が答弁すべきことも何カ所か

あった。 
 だから、当初お願いしたように、やっぱり地域の産業を盛り上げていくと

いうのが行政の責任であって、地域の産業に従事している人の仕事を奪わな

いようにという考えに立って、この議案を何とかひとつまとめたいというふ

うに私は思うんですけれども、町長、素直な気持ちでひとつ答弁ください。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 町長。 

町  長 （ 三浦正隆 ） 

 素直な気持ちと申されましたけれども、本当に素直な気持ちで今までずっ

としゃべっているつもりでありますが、行政が民業圧迫というのは、これは

一番悪いことでありまして、これは私も前の職場がそういう郵政事業民営化

なんていうことで大変な思いをしましたけれども、本当にそういう意味では
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民業圧迫というのは、私は決してあってはならないと思っています。 

 ただ、お互いにやっぱり競争しながら切磋琢磨する世の中でありますの

で、やっぱりお互いに努力し合いながら、これは別に、多分私は今の町内の

加工業者さんとのすみ分けはほぼできているだろうと思っておりますが、そ

ういう意味では全体がレベルアップするような形で持っていきたいというふ

うに考えていますので、決して民業圧迫するような意図は持ってございませ

んので、それはご心配なくひとつよろしくお願いします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 いいですか。（「終わり」の声あり） 

 ほかにありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。５番。 

５番 （ 清水欣也 ） 
 先ほど来、いろいろ申し上げましたけれども、説明を聞いても何か非常に

私は逃げの答弁、こそくな答弁だと思っております。それで、この案につい

ては、私は反対の立場でこれから討論を申し上げます。 

 先ほどから皆さん、いやいやぷるるんだけじゃないんだとか、じゅんさい

だけではないんだとか、いろいろ並べましたけれども、今まで予算過程で

我々に説明してきた流れというのは、ぷるるんでしょう、じゅんさいでしょ

う。その流れで今まで予算審議をしてきているわけですよ。その結果、この

加工施設にたどり着いているわけです。今、皆さんは、いやぷるるんだけ

じゃないんだと。もし、そうだとすれば、みんなにも開放するんだとすれ

ば、この条例では、それはうまくない。そうは見られない。かえって逆に、

ぷるるん以外は排除するという前提に立った条例の内容になっているんじゃ

ないかということなんですよ。そういう意味であります。 
 もし、それ以外にも門戸を広げるとするのであれば、先ほど言ったよう

に、それに対応できるような条項に私は組み直すべきだと、そういうふうに

思うのであります。それが一つ。 

 あとは、先ほど手続上の問題を申し上げましたけれども、これは行政財産

としては使われない、使用許可では使われない、そういう解釈であります。

ですから、これは手続上の問題でありますが、そういう意味においても、今

回のこの条例というのは、私はうまくない。そういう話であります。 
 それから、もう２つあります。 
 要するに、ぷるるんと、この加工所もそうですけれども、ぷるるんと町と

の境がないんですよ。ぷるるんイコール町という実態になっている。そのた

めに、何でもありの状態になっているわけですよ、今。極端な言い方をすれ

ば、今までの予算状況を見なさいよ。みんな丼勘定の中にある。こういうの

が実態であります。要するに、ぷるるんイコール町なんですよ。その流れが
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今のこの加工所になっているわけです。それで、その結果どういうことにな

るかというと、今の条例のような、この利用実態とかけ離れ、それからその

利用に当たっての不明確さ。これがこの条例にあらわれているということな

んですよ。これがまず、３つの問題点ですね。 
 そして、最後が、この加工所の設置場所の変更。これは、これが変更され

たことによって、予算審議上、我々に何も示されていないわけですよ。それ

で、これを変えたということは設計が変わるということですよ。設計という

のは工事設計だけじゃなくて、工事設計も含めて、その移転の必要性、それ

から移転したことによる効果、こういうのをみんな含めて、要するに設計が

変わるということなんですよ。計画変更なんです。これはまさに、我々に対

する予算審議、それから予算審議上の私たちに提示する必要があるわけです

よ。それがみんな省略されて、要するに９００万円という予算以内におさま

るからみんなこれでよしだといって、だあっともう、勝手に執行されてし

まったという、そういうケースです。 

 例えば、１０億円の橋があったとする。それが町の上のほうに建てるつも

りだったのが、突然町下に建てたと。何かじゃまがあるものがあったので、

だけれども１０億円という工事の範囲内にあるからそれはそのまま執行する

なんていうことになった場合、どうなりますか。それと同じケースですよ。 

 だから私は、この基本的な予算審議のルールを無視されたと、議会軽視、

そういう事業だと思っているわけです。 
 以上、４点申し上げました。よって、私はこれに反対したいと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ほかに賛成討論はありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

 反対討論ありますか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第２号「三種町地域農産物加工・販売事業化支援施設設置条例の制定

について」を採決いたします。 

 この表決は起立によって行います。 
 なお、起立しない場合は反対とみなします。 

 議案第２号について原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 
   （ 賛成者起立 ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 着席願います。 
 起立多数です。よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 日程第１３．議案第３号「三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 
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 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 議案第３号「三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について」を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 
 日程第１４．議案第４号「三種町手数料徴収条例の一部改正について」を

議題といたします。 
 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 議案第４号「三種町手数料徴収条例の一部改正について」を採決いたしま

す。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第１５．議案第５号「三種町公民館の設置及び管理に関する条例の一

部改正について」を議題といたします。 
 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 議案第５号「三種町公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て」を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第１６．議案第６号「三種町立保育園設置条例の一部改正について」

を議題といたします。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第６号「三種町立保育園設置条例の一部改正について」を採決いたし

ます。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第６号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第１７．議案第７号「三種町国民健康保険条例の一部改正について」

を議題といたします。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第７号「三種町国民健康保険条例の一部改正について」を採決いたし

ます。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決され

ました。 

 日程第１８．議案第８号「三種町琴丘国民健康保険診療所設置条例の廃止

等について」を議題といたします。 
 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第８号「三種町琴丘国民健康保険診療所設置条例の廃止等について」

を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第８号は原案のとおり可決され

ました。 
 日程第１９．議案第９号「三種町中小企業融資あっせんに関する条例の一

部改正について」を議題といたします。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第９号「三種町中小企業融資あっせんに関する条例の一部改正につい

て」を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第９号は原案のとおり可決され

ました。 
 日程第２０．議案第１０号「三種町介護保険条例の一部改正について」を

議題といたします。 
 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。１５番。 
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１５番 （ 伊藤千作 ） 

 介護保険が日額で３００円、そして平均で６，９００円になるというふう

な議案ですけれども、きょうの魁の１面で介護保険料平均６，４９２円とい

うトップ記事が掲載されております。この中で、三種町は大体高いほうの順

で５番目に当たります。高いほうの状況に位置しております。 
 それで、一つは、一般質問の中でもちょっと出されましたけれども、この

中身に消費税が加算されているというふうなことがありました。消費税につ

いて、まだ引き上げるかどうかも全然決まっておりません。来年。今、政権

が森友問題で大いに揺れに揺れて、これが消費税にどうつながっていくかも

全然わからない状況であります。 
 それで、この消費税分は、全体としてどのくらいの額になっているんです

か。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ほかに質疑ありませんか。答弁。福祉課長。（「休憩してください」の声

あり） 
 若干休憩します。 

  

     午前１１時１５分  休 憩 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

      午前１１時２２分  再 開 
 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 会議を開きます。 
 福祉課長。 

福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 
 介護保険給付費の消費税について答弁いたします。 

 現在８％でございますが、その中で算定上、３０年度はゼロ、３１年度は

０．２％の４７９万４，０００円、３２が０．４％の９６５万円を見込んで

おります。なお、この０．２、０．４につきましては、国からの指示でござ

います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １５番。 

１５番 （ 伊藤千作 ） 

 いずれこの消費税２％引き上げ分と予定して、約１，５００万円がこの介

護保険料の算定に入っているというふうなことです。それで、今言ったよう

に、８％から１０％への引き上げは、どうなるかはわからない状況です。こ

れをまず組み入れているというのが、一つの大きな問題だろうというふうに

思います。 

 そして、この介護保険というのは、スタートした時点は全国的に平均約

２，５００円。今はもう、６，０００円台で２倍以上に。今回７期目なんで
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すけれども、１期ごとにふえてきております。 

 それで、お年寄りの皆さんは、やっぱり年金がどんどん減らされて負担だ

けがふえていくというふうな状況。これをやっぱり何としてもちょっと解消

して、負担軽減に向けないといけないというふうに私は考えるんですけれど

も、そのためには一般会計から繰り入れるということはどうしても必要だろ

うと思うんです。 

 この間の私の一般質問で、福祉課長の答弁は、３００円に必要な額という

のは幾らかと言ったら、六千何がしと、何百万円というふうな答えでありま

した。私、ちょっとびっくりしたんですけれども、そんなになるのかという

ふうに思ったんですけれども、私ちょっと計算してみました。１カ月３００

円引き上げるわけですから、これが対象人数１，５１８人で、これで１カ月

で４５万５，４００円。それの１年分が大体５４６万４，８００円。これの

３年分ですから、１，６３９万４，４００円。これが正しい数字ではなかろ

うかと。６，０００万円と聞いたら、私びっくりしたんだけれども、そんな

になるはずないなと思って、計算したらこのくらいの額になるのではないか

というふうに思います。 

 それで、やっぱり１，０００万、２，０００万の額だったら、やっぱり負

担軽減をするために、今財調に２３億と３３億あるわけですから、それの一

部を取り崩して、やっぱりこれに充てていくということが必要だろうと私は

思うんです。 
 それで、町長は、何か一般質問の答弁では、そういうことは何かできない

云々というふうなお話でありました。 

 全国的に、介護保険料の負担軽減に向けて一般会計から繰り入れて軽減策

をとっているところがあるんです、実際に。北海道の長沼町というのは、高

齢者人口約３，６００人。ここでは１億円繰り入れ、６期では８，０００万

円繰り入れてこれを軽減していると。そういうところは全国でもあると思う

んです、あちこちで。ですから、例えばさっき言った私の試算が正しけれ

ば、約２，０００万弱ですよ。これをやっぱり負担軽減するために、一般会

計から繰り入れるというふうなことをぜひ踏み出して、やっぱり負担軽減を

していくというふうなことは、私は必要だと思うんですけれども、町長いか

がでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 

町  長 （ 三浦正隆 ） 
 前回の一般質問でお答えしたとおり、ただいま国県の方針が厳しくなって

まいりまして、通達等でできないような形になっているというような認識で

ございます。よその市町村、長沼町さんでしょうか。１億円という大変なお

金を投じられているわけですけれども、そういう事例があるにしても、やっ

ぱり私どもはある程度、国なりの行政指導に従っていかざるを得ないという

ふうに認識しております。（「終わります」の声あり） 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 ほかにありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
 これより討論を行います。討論ありませんか。１５番。 

１５番 （ 伊藤千作 ） 
 介護保険のことについて、反対の立場で討論します。 
 今、介護保険の一般会計からの繰り入れは可能だということを、さっきの

質問で述べました。厚労省は、自治体が行っている保険料の減免に対して、

１つ目としては保険料の全額免除、２つ目として収入のみに着目した一律の

減免、３つ目として保険料減免分に対する一般財源の繰り入れを不適切とす

る３原則を示しておりますけれども、国会での論議で、この３原則は助言に

過ぎず、自治体がそれに従うべき義務はないことが、厚労大臣が答弁で明言

しております。 
 それで、「自治事務である介護保険料の減免制度に対する国のこの３つの

原則は、地方自治法上、国の関与の仕組みの中で何に当たるのか」の問いに

対して、「地方自治法第２４５条第１号の１に規定する助言あるいは勧告に

当たる」と答弁。「助言もしくは勧告の場合、自治体はそれに従う義務があ

るのか」の問いに対して、「法律上の義務というものはないというふうに解

釈している」と答えております。ですから、一般会計からの繰り入れは何ら

問題がないということであります。 

 高齢化が進む本町だからこそ、高齢者福祉に力を入れることが求められ、

財政支援を行って保険料の引き上げを解消すべきであると思います。 

 以上の立場から、この議案には反対であります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ほかに賛成討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１０号「三種町介護保険条例の一部改正について」を採決いたしま

す。 

 この表決は起立によって行います。 

 なお、起立しない場合は反対とみなします。 
 議案第１０号について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求め

ます。 

   （ 賛成者起立 ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 着席してください。 
 起立多数です。よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 
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 日程第２１．議案第１１号「三種町立児童館設置条例の一部改正につい

て」を議題といたします。 
 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 議案第１１号「三種町立児童館設置条例の一部改正について」を採決いた

します。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１１号は原案のとおり可決さ

れました。 
 日程第２２．議案第１２号「三種町農村歌舞伎会館の設置及び管理運営に

関する条例の一部改正について」を議題といたします。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 議案第１２号「三種町農村歌舞伎会館の設置及び管理運営に関する条例の

一部改正について」を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１２号は原案のとおり可決さ

れました。 
 日程第２３．議案第１３号「三種町後期高齢者医療に関する条例の一部改

正について」を議題といたします。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
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 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 議案第１３号「三種町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について」

を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１３号は原案のとおり可決さ

れました。 

 お諮りいたします。日程第２４．議案第１４号「三種町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部改正について」及び日程第２５．議案第１５号「三種町指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につい

て」の２件は、いずれも介護予防サービス事業等に関する件であるため、こ

れを一括して議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、一括して議題とすることに決しまし

た。 
 本案２件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 議案第１４号及び議案第１５号を順次採決いたします。 

 初めに、議案第１４号「三種町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につい

て」を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１４号は原案のとおり可決さ
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れました。 

 次に、議案第１５号「三種町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部改正について」を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１５号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２６．議案第１６号「三種町個人情報保護条例の一部改正につい

て」を議題といたします。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１６号「三種町個人情報保護条例の一部改正について」を採決いた

します。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１６号は原案のとおり可決さ

れました。 

 追加日程第１．議案第３８号「三種町山本老人福祉センター設置及び管理

に関する条例の廃止について」を議題といたします。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第３８号「三種町山本老人福祉センター設置及び管理に関する条例の

廃止について」を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３８号は原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第２７．議案第１７号「三種町過疎地域自立促進計画の一部変更につ

いて」を議題といたします。 
 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 議案第１７号「三種町過疎地域自立促進計画の一部変更について」を採決

いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１７号は原案のとおり可決さ

れました。 
 日程第２８．議案第１８号「平成２９年度三種町一般会計予算の補正につ

いて」を議題といたします。 

 本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。２番。 
２番 （ 宮田幹保 ） 

 補正予算について、教育委員会。ページでいうと４９ページですけれど

も、質問させていただきます。 

 三種町スポーツ少年団派遣費１５５万１，０００円。これは恐らく、ミニ

バスとソフトボール、卓球の全国大会の出場の経費だと思うんですけれど

も、総勢でどのくらい行くものですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 お答えいたします。 

 ミニバスケットボール大会が引率者を含めて１７名、それからソフトボー

ルのほうが引率者を含めて１４名、それから卓球が引率者を含めて４名でご

ざいます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ２番。 

２番 （ 宮田幹保 ） 
 全国大会出場ということは、町にとっても非常に喜ばしいし、子供たちに
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とっても一生の記念になると。本当に町としては名誉の一つであると思うん

ですけれども、子供たちの持ち出しというのは全くなくて、全部補助の中で

賄えるわけですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 スポーツ少年団の派遣要綱がありまして、その中で選手については乗車券

の往復代、小学生であれば普通であれば半額ということになります。それか

ら、引率者についても普通乗車券の往復というふうにして計算をしておりま

す。 
 それから、今回は宿泊代、前泊を認めまして、両方とも３泊、バスケット

とソフトボールは３泊前泊認めて、上限６，０００円ということでございま

すので６，０００円で計算しております。 

 そのほかに、特別旅費ということで１０万円、それから用具代の購入費等

ということで１０万円を入れております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番。 
２番 （ 宮田幹保 ） 

 わかりました。 

 それで、何を言いたいかというのは、教育長はよく十分にもう承知の上だ

と思いますけれども、今回の全国大会は広島と、非常に遠いところでやられ

るわけですよ。それで、保護者の皆さんが、「いや、俺たちはお金がなくて

行かれない」と。はっきり言って、応援に行きたいけれども、それも経費が

なくて行けないという保護者がいるわけですよ。その中で、いや全県大会で

勝ってほしい、だけれどもまた負けてきてもいいなんて、複雑な気持ちを

持っている保護者、おじいさん、おばあさんを含めてですよ。だから、その

辺の救済というか、新年度は百四十何万だか予算をとっているんだけれど

も、これはやっぱりもう少し、教育長、認めてやるわけにはいかないもので

すか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 いずれにしましても、スポーツ少年団派遣補助要綱がありますので、そち

らのほうを見直さないと出せないわけですので、そういう話も教育委員会の

ほうでも聞いておりますので、検討していきたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番。 
２番 （ 宮田幹保 ） 

 ぜひそうしてください。終わります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 ほかにありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 議案第１８号「平成２９年度三種町一般会計予算の補正について」を採決

いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１８号は原案のとおり可決さ

れました。 
 お諮りいたします。日程第２９．議案第１９号「平成２９年度三種町国民

健康保険事業勘定特別会計予算の補正について」から、日程第３４．議案第

２４号「平成２９年度三種町温泉事業特別会計予算の補正について」までの

６件は、いずれも平成２９年度各特別会計予算の補正に関する件であるた

め、これを一括して議題といたします。これにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、一括して議題とすることに決しまし

た。 

 本案６件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 それでは、各特別会計補正予算議案について順次採決いたします。 

 初めに、議案第１９号「平成２９年度三種町国民健康保険事業勘定特別会

計予算の補正について」を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第１９号は原案のとおり可決さ

れました。 
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 次に、議案第２０号「平成２９年度三種町公共下水道事業特別会計予算の

補正について」を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２０号は原案のとおり可決さ

れました。 
 議案第２１号「平成２９年度三種町農業集落排水事業特別会計予算の補正

について」を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２２号「平成２９年度三種町介護保険事業勘定特別会計予算

の補正について」を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２３号「平成２９年度三種町衛生処理事業特別会計予算の補

正について」を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２３号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２４号「平成２９年度三種町温泉事業特別会計予算の補正に

ついて」を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２４号は原案のとおり可決さ

れました。 
 １時まで休憩いたします。 

  

     午前１１時５０分  休 憩 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      午後 １時００分  再 開 
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議  長 
 

（ 金子芳継 ） 
 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、教育長より、緊急の会議のため、午後からの欠席届が提出されてお

ります。 
 次に、平成３０年度予算関係について審議いたします。 

 審議に入る前に、予算特別委員会に付託されておりました平成３０年度各

会計予算の審査結果について報告を求めます。 
 なお、質疑については、予算特別委員会において質疑済みであるため、省

略いたします。 
 予算特別委員長。 

予算特別

委員長 

（ 平賀 真 ） 

 本委員会に審査を付託されました平成３０年度各会計予算事案につきまし

ては、お手元に配付しました審査報告書のとおり、結果を決定いたしまし

た。 
 議案第２５号「平成３０年度三種町公共下水道事業特別会計への繰入につ

いて」から、議案第３７号「平成３０年度三種町水道事業会計予算につい

て」までの１３議案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 以上で審査報告を終わります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 以上で、予算特別委員会に付託された関係予算の審査結果についての報告

を終わります。 
 お諮りいたします。追加日程第２．議案第２５号「平成３０年度三種町公

共下水道事業特別会計への繰入について」から、追加日程第４．議案第２７

号「平成３０年度三種町温泉事業特別会計への繰入について」までの３件

は、いずれも特別会計への繰り入れに関する件であるため、一括して議題と

したいと思います。これにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、一括して議題とすることに決しまし

た。 

 本案３件に対する委員長報告は、別紙報告書のとおりであります。 

 なお、質疑については、特別委員会において質疑済みであるためこれを省

略し、これより討論を行います。討論ありませんか 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 なお、採決については平成３０年度一般会計及び関係特別会計と関連しま

すので、保留といたします。 
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 追加日程第５．議案第２８号「平成３０年度三種町一般会計予算につい

て」を議題といたします。 
 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。 

 本案に対する質疑は省略し、これより討論を行います。討論ありません

か。１５番。 
１５番 （ 伊藤千作 ） 

 平成３０年一般会計予算について。 
 一般会計予算について反対の立場から討論を行います。 
 今回の予算は骨格予算だと言われております。この中で継続事業予算は先

送りしているが、結婚支援金等新規事業は予算化するなど、何かちぐはぐな

予算となっております。 

 クアオルト推進事業は、町で力を入れ、たくさんの予算をつぎ込んでいる

が、それに見合うような事業効果、成果は上がっているとは言えない状況と

なっております。事業導入の趣旨である健康増進に向けた取り組みが必要で

あると思います。 
 交通弱者を解消させるための具体的な対策、対応となっておりません。乗

り合いタクシー等導入など、具体的な対策を考えていくべきであります。 
 職員の自殺者が出ているもとで、職員の健康管理を充実させるため、それ

に見合う職員数をふやすなどを行い、勤務状況の改善、解消に向けた具体的

方策を立て、取り組みを広めなければならないと思います。 
 町民生活が大変になっているもとで、声を上げられない生活困窮者や弱者

に目を向け、その負担軽減に努めなければならないのに、例えば介護保険料

は引き上げる。一般会計から繰り出しを行うなどを考えればいいと思うが、

それもできない理由づけを最優先している姿勢に見られるように、生活弱者

を置き去りにしている対応は改めなければならないと思います。 
 主要事業には評価できるものもたくさんありますが、さきに述べた点を含

んだ予算となっているので、一般会計予算には反対であります。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ほかに賛成討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 なお、採決については平成３０年度各特別会計への繰入議案及び関係特別

会計予算議案と関連しますので、保留といたします。 
 お諮りいたします。追加日程第６．議案第２９号「平成３０年度三種町国

民健康保険事業勘定特別会計予算について」から、追加日程第１４．議案第

３７号「平成３０年度三種町水道事業会計予算について」までの９件は、い

ずれも平成３０年度各特別会計等の予算に関する件であるため、これを一括

して議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
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   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、一括して議題とすることに決しまし

た。 
 本案９件に対する委員長報告は、別紙報告書のとおりであります。 
 本案９件に対する質疑は省略し、これより討論を行います。討論ありませ

んか。１５番。 
１５番 （ 伊藤千作 ） 

 議案第３３号、介護保険事業特別会計予算ですけれども、これは単行議案

で反対討論を行ったとおり、一般会計から予算を入れて保険料の減免を図る

ことができるのに、あえてそれをやれない、やらない。そういう姿勢で３０

０円引き上げる、そういう内容になっておりますので、この議案には反対で

あります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ほかに賛成討論はありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 これより採決を保留しておりました議案について、順次採決いたします。 

 初めに、議案第２５号「平成３０年度三種町公共下水道事業特別会計への

繰入について」を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２５号は委員長報告のとおり

可決されました。 
 議案第２６号「平成３０年度三種町農業集落排水事業特別会計への繰入に

ついて」を採決いたします。 
 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２６号は委員長報告のとおり

可決されました。 
 議案第２７号「平成３０年度三種町温泉事業特別会計への繰入について」

を採決いたします。 
 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２７号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 議案第２８号「平成３０年度三種町一般会計予算について」を採決いたし

ます。 
 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 この表決は起立によって行います。 
 なお、起立しない場合は反対とみなします。 
 議案第２８号について委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を

求めます。 
   （ 賛成者起立 ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 着席ください。 

 起立多数であります。よって、議案第２８号は委員長の報告のとおり可決

されました。 
 議案第２９号「平成３０年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計予算に

ついて」を採決いたします。 
 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第２９号は委員長報告のとおり

可決されました。 
 議案第３０号「平成３０年度三種町後期高齢者医療特別会計予算につい

て」を採決いたします。 
 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３０号は委員長報告のとおり

可決されました。 
 議案第３１号「平成３０年度三種町公共下水道事業特別会計予算につい

て」を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 
 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３１号は委員長報告のとおり

可決されました。 
 議案第３２号「平成３０年度三種町農業集落排水事業特別会計予算につい
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て」を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 
 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３２号は委員長報告のとおり

可決されました。 
 議案第３３号「平成３０年度三種町介護保険事業勘定特別会計予算につい

て」を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 
 この表決は起立によって行います。 

 なお、起立しない場合は反対とみなします。 

 議案第３３号に委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

   （ 賛成者起立 ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 着席ください。 
 起立多数です。よって、議案第３３号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

 議案第３４号「平成３０年度三種町介護サービス事業勘定特別会計予算に

ついて」を採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３４号は委員長報告のとおり

可決されました。 
 議案第３５号「平成３０年度三種町衛生処理事業特別会計予算について」

を採決いたします。 
 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３５号は委員長報告のとおり

可決されました。 
 議案第３６号「平成３０年度三種町温泉事業特別会計予算について」を採

決いたします。 
 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

- 166 - 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３６号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 議案第３７号「平成３０年度三種町水道事業会計予算について」を採決い

たします。 
 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第３７号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 お諮りいたします。日程第３５．諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦

について」から、日程第３７．諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦につ

いて」までの３件は、いずれも人権擁護委員候補者の推薦に関する件である

ため、一括して議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、一括して議題とすることに決しまし

た。 

 本件３件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 それでは、人権擁護委員候補者の推薦について順次採決いたします。 

 初めに、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」を採決いたし

ます。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、諮問第１号は原案のとおり可決され

ました。 
 諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について」を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって諮問第２号は原案のとおり可決されま
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した。 

 諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦について」を採決いたします。 
 本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、諮問第３号は原案のとおり可決され

ました。 
 お諮りいたします。日程第３８．発委第１号「三種町監査委員条例の制定

について」及び日程第３９．発委第２号「三種町議会議員政治倫理条例の制

定について」の２件は議会全員協議会において既に説明、協議済みの件であ

るため、質疑及び討論を省略し、これを一括して採決したいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、一括して採決することに決しまし

た。 

 本案２件を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、発委第１号及び発委第２号の２件は

原案のとおり可決されました。 

 追加日程第１５．陳情第１号を審議いたします。 

 審議に入る前に、総務常任委員会に付託されておりました審議処理結果に

ついて、総務常任委員長より報告を求めます。総務常任委員長。 

総務常任

委員長 
（ 平賀 真 ） 
 本委員会に審査を付託されました陳情１件につきましては、お手元に配付

しました審査報告書のとおり審査を実施し、結果を決定いたしました。 
 陳情第１号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める陳情」につき

ましては、労働者の生活を守り、地域経済を活性化させるため、地域間格差

を縮小させる施策を進めると同時に、中小企業への支援策を拡充する必要が

あることから、採択すべきものと決定いたしました。 
 以上で審査報告を終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務常任委員長の報告を終わります。 
 ただいま報告のありました陳情第１号について、質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

   （ なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 
 以上で、総務常任委員会に付託されました陳情の審査審議結果報告を終わ
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ります。 

 これより陳情第１号について、討論及び採決を行います。 
 陳情第１号について、委員長報告は採択であります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 
   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 
 陳情第１号を採決いたします。 
 陳情第１号を委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、陳情第１号は委員長報告のとおり採

択といたします。 

 なお、意見書については、請願・陳情文書表の案を参考に提出いたしま

す。 
 お諮りいたします。日程第４０及び日程第４１は、いずれも各委員会の閉

会中の継続調査の件であるため、一括して議題といたしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ご異議ないものと認めます。よって、一括して議題とすることに決しまし

た。 

 議会運営委員会は次の議会の会議日程及び議会運営に関する事項につい

て、広報広聴常任委員会は議会広報発行及び広聴活動に関する事項につい

て、閉会中でも活動できることに決したいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議会運営委員会及び広報広聴常任委

員会は閉会中でも活動できることに決しました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 
 本日の会議を閉じます。 

 これをもって平成３０年３月三種町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 
  

 

                         午後 １時２５分  閉 会 
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